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〇あさぴー号が抱える課題や要望
・午前中の利用集中に伴う乗りこぼしの
発生
・年末年始の運行要望
・停留所設置、移設要望
・バスロケーションシステムの導入要望
・上記以外の各種要望

〇本市の交通に関する方針
交通基本計画改訂の中で明示
⇒改訂版を令和５年度末に公表
〇あさぴー号の状況
・年間２０万人以上に利用されており、「市
民の足」として定着している。
・令和５年１０月に大森北へ停留所設置

今後は、改訂後の計画に定められた方針に沿って見直しを行うこととなるが、
一方で、「乗りこぼし」や「各種要望」への対応は検討する必要がある。

まずは、大森北への停留所設置に合わせ
短期間で対応が可能である内容について見直しを実施する。

乗りこぼし対応については、合わせて検討を行っていくが、
対応方法や必要な車両数、運転手の配置など、検討事項が多岐に渡ることから、

運行事業者等の関係者と調整が調い次第、実施するものとする。
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１.検討の背景及び見直しの方向性



２.運行見直し実施内容について

①停留所の設置・移設

○新規停留所の設置
「大森北」「東大久手」停留所新設

〇既存停留所の移設
「晴丘町東」停留所など
※カネスエ付近への停留所の移設は、安全性の観点から設置候補地の地先から了解
が得られなかったため、利便性が向上する停留所の移設が可能か検討します。

②年末試験運行

〇年末試験運行の実施
運休日として12/29～1/3を規定
運行要望の多い年末に関し、利用者ニーズを確認するため試験運行を実施
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本会議において、ルート・ダイヤ等の運行内容の変更に関する協議を実施

令和５年１０月１日より新たなルート・ダイヤで運行開始



○「大森北」停留所（西ルート）の新設

■ 令和４年８月２日開催の本会議において区
域外設置に関し承認を得る。

■ 地元自治会及び守山区と協議を行い設置位
置を決定。その後、当市及び名古屋市議会に
おいて区域外設置に関する議決を得る。

当市民及び名古屋市民にとっても利便性が向
上し、両市の議決も得られたことから

「大森北」停留所を設置する。
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①停留所の新設・移設

②右回り

①左回り

※道路管理者・公安委員会協議済み



〇東大久手停留所の復活（東ルート）

■ 地元自治会から、停留所の廃止により
市営バスの利用がしづらくなった意見が
あがっていることを改めて伺う。

■ 地元からも、以前の設置箇所より北側へ
の設置要望
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①

②

東栄小東

東大久手

改めて、地元から市営バスを利用しづら
い現状を確認できたことから、
「東大久手」停留所を設置する。

左回り

右回り

ルート廃止

新設ルート

※道路管理者・公安委員会協議済み



〇晴丘町東の移設（東ルート）

■ 地元からは、既存の位置より西側の地域
はバスが利用しづらい状況なっていること
を改めて伺う。
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①

②

本地ヶ原
東公園

晴丘町東

地元から市営バスを利用しづらい現状に
加え、ルート上での移設となり影響も少

ないことから
「晴丘町東」停留所を移設する。

左回り

右回り

※道路管理者・公安委員会協議済み
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②年末試験運行
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運休日（12/29～1/3）のうち、利用者からの運行要望が多い年末の運行検討にあ
たり、利用者ニーズを確認するため、下記のとおり試験運行を実施する。

〇運行内容
・運行日 ：令和５年１２月２９日～３１日（３日間）
・運行ダイヤ：休日ダイヤ（５便/日）
・運行時刻 ：９：１０～１７：４０
・運賃 ：１００円

（小学校未就学児、障がい者（児）本人及びその付添い人１人は無料）

※年末は通院目的の利用が少なくなることから、休日ダイヤで設定

〇その他
利用者ニーズを確認するため、利用者に対しアンケートを実施

※年末年始運行状況
年末年始運行：名鉄バス、名古屋市営バス
年末のみ運行：長久手市、日進市



３.今後のスケジュール

○令和５年８月下旬 ・運行計画変更に伴う

愛知運輸支局への届出

○令和５年９月上旬 ・バス車内、停留所および市ＨＰ等に

おいて周知を開始（貼り紙等を貼付）

○令和５年９月中旬 ・９／１５号広報へ運行内容

変更に関する記事掲載

・時刻表を同号広報へ折り込み

全戸配布

○令和５年１０月１日 ・新ダイヤにて運行開始

〇令和５月１２月中旬 ・１２／１５号広報へ年末試験運行

に関する記事掲載

〇令和５年１２月末 ・試験運行実施
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